
戸田市ハーモナイズド・マーク等使用取扱要領 
平成２４年３月３０日市長決裁 

（趣旨） 
第１条 この要領は、戸田市が定めたハーモナイズド・マーク等（イメージ・シンボル

を含む。以下「ハーモナイズド・マーク等」という。）を使用する場合の取扱に関し、

必要な事項を定める。 
（使用承認の申請等） 

第２条 ハーモナイズド・マーク等を使用する者は、あらかじめハーモナイズド・マー

ク等使用申請書（様式第１号）に必要な書類を添付して、市長に提出し、その承認を

受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 
（１） 戸田市が使用するとき。 
（２） その他、市長が適当と認めたとき。 

（使用承認） 
第３条 市長は、前条に定める申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、ハーモナイズド・マーク等の使用を承認するものとする。 
（１） 原則として、戸田市及び戸田市の業務に関連しない業務に使用するとき。 
（２） 戸田市デザインマニュアルのハーモナイズド・マーク制定の趣旨を妨げるおそ 

れがあるとき。 
（３） 戸田市及びハーモナイズド・マーク等の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれが 

あるとき。 
（４） 特定の個人、政党、宗教団体等を支援又は公認しているような誤解を与え、又 

は与えるおそれがあるとき 
（５） 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用するとき、又は使用させるおそれ 

があるとき。 
（６） 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。 
（７） 前各号に掲げるもののほか、その使用が著しく不適当と市長が認めるとき。 
２ 市長は、前条に定める申請を行った者に対し、承認をしたときはハーモナイズド・ 
マーク等使用（内容変更）承認通知書（様式第２号）を、当該承認をしなかったとき

はハーモナイズド・マーク等使用（内容変更）不承認通知書（様式第３号）を交付す

るものとする。 
（使用料） 

第４条 使用料は、無料とする。 
（使用期限） 

第５条 使用期限は、承認日より２年を超えた日の属する年度の３月３１日とする。た

だし、再申請を行うことを妨げない。 
（使用上の遵守事項） 

第６条 ハーモナイズド・マーク等を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守し 



なければならない。 
（１） 承認された内容により使用し、市長の指示する条件に従うこと。 
（２） 戸田市デザインマニュアルの使用方法を遵守するとともに、指定された以外の 

形、色等を改変しないこと。 
（３） 承認された物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完成品 

の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができる

ものとする。 
（承認内容の変更申請） 

第７条 ハーモナイズド・マーク等の使用承認後、承認された内容について変更すると 
きは、あらかじめハーモナイズド・マーク等使用内容変更申請書（様式第４号）に必 
要な書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項に定める申請があった場合、その内容が第３条各号のいずれかに該当

する場合を除き、ハーモナイズド・マーク等の使用を承認するものとする。 
３ 市長は、前項に定める申請を行った者に対し、承認をしたときはハーモナイズド・ 
マーク等使用（内容変更）承認通知書（様式第２号）を、当該承認をしなかったとき

はハーモナイズド・マーク等使用（内容変更）不承認通知書（様式第３号）を交付す

るものとする。 
（権利設定の禁止） 

第８条 ハーモナイズド・マーク等を使用する者は、商標法（昭和３４年法律第１２７

号）による商標登録、意匠法（昭和３４年法律１２５号）による意匠登録等、著作物

に関する自己の権利を新たに設定又は登録してはならない。 
 （権利義務の譲渡等） 
第９条 ハーモナイズド・マーク等の使用承認を受けた者は、この承認によって生じる

権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 
 （違反等に対する取扱） 
第１０条 ハーモナイズド・マーク等を使用している者（使用承認を受けた者を除く。）

が、この要領に違反したとき、市長はその使用の差止めの請求、又は必要な指示等（以

下「請求等」という。）を行うことができる。その場合、使用者は直ちに、その請求

等に従わなければならない。 
２ ハーモナイズド・マークの使用承認を受けた者が、この要領に違反したとき、市長

はキャラクター使用承認取消通知書（様式第５号）を交付し、その承認を取り消すこ

とができる。 
３ 前項の規定により、使用承認を取り消された者に損害が生じても、市長はその責め

を負わない。 
 （損害賠償等） 
第１１条 ハーモナイズド・マーク等を使用する者が故意又は過失により戸田市に損害

を与えたときは、市長はその賠償を請求することができる。 



２ ハーモナイズド・マーク等を使用する者が、ハーモナイズド・マーク等を使用する

ことにより第三者に対し損害又は損失を与えた場合において、市長は法律上の責任を

一切負わない。 
（補則） 

第１２条 この要領に定めるもののほか、ハーモナイズド・マーク等の取扱について必 
 要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 
この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、令和３年４月１日から施行する。 
  附 則 
この要領は、令和７年４月１８日から施行する。 



様式第１号（第２条関係） 

ハーモナイズド・マーク等使用申請書 
  年  月  日 

（宛先） 
戸田市長  

 
（申請者） 
住 所 
団 体 名 
代表者氏名                  

 
 下記のとおり、戸田市ハーモナイズド・マーク等を使用したいので申請します。 
 

記 
 

１ 使用内容 
  

２ 使用目的 
 

３ 使用期間（予定） 
      年   月   日 ～    年   月   日 
 
４ 使用数量 
 
５ 有償・無償の別 

    有償（売価     円） ・  無償 
 
  ※有償の場合の販売方法（                          ） 
 
 ６ 連絡先 
    担当者氏名             ＴＥＬ 
                      ＦＡＸ 
 

７ 添付書類（図案等） 
 

  



様式第２号（第３条、第７条関係） 

ハーモナイズド・マーク等使用（内容変更）承認通知書 
第   号 

  年  月  日 
        様 
 

戸田市長 氏 名 印 
 

  年  月  日付けで申請のあったハーモナイズド・マーク等使用（内容変更）

について、下記の条件を付して承認します。 
 

記 
 

１ 承認内容は、別添のハーモナイズド・マーク等使用（内容変更）申請書のとおりと 
する。 

  
２ 戸田市ハーモナイズド・マーク等使用取扱要領及び戸田市デザインマニュアルを遵 
守しなければならない。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第３号（第３条、第７条関係） 

ハーモナイズド・マーク等使用（内容変更）不承認通知書 
第   号 

  年  月  日 
        様 
 

戸田市長 氏 名 印 
 

  年  月  日付けで申請のあったハーモナイズド・マーク等の使用（内容変更）

について、下記の理由により不承認とします。 
 

記 
 
（不承認理由） 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第４号（第７条関係） 

ハーモナイズド・マーク等使用内容変更申請書 
  年  月  日 

（宛先） 
戸田市長  

 
（申請者） 
住 所 
団 体 名 
代表者氏名                  

 
  年  月  日付け   第   号で承認を受けた内容について、下記のとお

り変更したいので、申請します。 
 

記 
 
（変更内容） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 添付書類（図案等） 

 
  
 
 
 
 
 



様式第５号（第１０条関係） 

ハーモナイズド・マーク等使用承認取消通知書 
第   号 

  年  月  日 
        様 
 

戸田市長 氏 名 印 
 

   年  月  日付け   第   号で承認した、ハーモナイズド・マーク等の

使用については、下記の理由により、使用承認を取り消します。 
 

記 
 

使用承認取消理由 
 
１ 申請者の都合のため 

  
２ 使用取扱要領又は戸田市デザインマニュアルの内容に違反すると認められたため 
 
 （内容） 
 
３ その他 
 
 （内容） 

 
 
 


